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新規開業を考えている方 事業資金の融資を考えている方 個人から法人化を考えている方 

相続・贈与の事前ご相談・相続贈与の発生後のご相談は随時受付けております。 

事前に日時のご予約をお願いします。守秘義務は守ります。個室での相談可能です。 

 

※こんな人は相続対策を考えましょう  

 

 

 

 

 

 

 

相談は随時 、受け付けております。  

非会員の方のご相談もＯＫ（別料金となります）  

事前に日時のご予約をお願いします。０３－３６４９－４１７８  

江東西あおいろ会報 
公益社団法人 

江東西青色申告会 

今すぐ『あおいろ』でしょ！ 

①親・自分も６０才以上である 

②子どもがいない 

③事業が順調で資産が多い方だ 

④内縁関係の人がいる 

⑤別れた妻や内縁の人に子どもがいる 

⑥財産を遺したい人、遺したくない人がいる 

⑦家族・親族の仲が悪い 

⑧未成年の子どもや介護の必要な家族がいる 

⑨親に配偶者がいない 

⑩親の体力・気力が落ちたと感じている 

⑪兄弟姉妹が２人以上いる 

⑫親と同居している兄弟姉妹がいる 

⑬海外に住むなど連絡のつきにくい家族がいる 

⑭親から生前贈与を受けた額に大きな差がある 

⑮親の財産がどのくらいあるのか分からない 

⑯家族で相続について一度も話し合ったことがない 
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会員ご優待「それからのぶんとフン」天王洲銀河劇場 

１０月３日（木）～１５日（火）こまつ座・ホリプロ公演  
       出演 市村正親、小池栄子、新妻聖子、山西惇、他 

       作 井上ひさし、演出 栗山民也の音楽劇 
特別優待料金 夜公演 全席指定 ９,８００円→ ５,８８０円（税込） 

       昼公演 全席指定 ９,８００円→ ７,８４０円（税込） 
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 ＜ 予 約 方 法 ＞ 

 １．電話予約  

① ホリプロチケットセンターにお電話ください。０３－３４９０－４９４９ 

   営業時間 平日 １０時～１８時、土曜 １０時～１３時、日祝休業 

② オペレーターに、必ず「青色申告会」とお伝え下さい。 

③ 希望公演、日時を伝えます。 

④ 予約番号（１３桁）をメモし、お支払いとチケットのお引き取りは、お近くのセブ

ンイレブンのレジでお願いします。＊手数料はかかりません。 

⑤ ご観劇日の２日前までご購入いただけます。 

ウェブ予約もご利用できます。詳しくは青色申告会までお問い合わせください。 

 

 

第２回 「青色申告会のお話」 
 「任意団体」→「社団法人」→「公益社団法人」へ江東西青色申告会の歴史のお話 

日 時 9月 20日(金)午後 6時 30分 (公社)江東西青色申告会 3階会議室 

講 師 (公社)江東西青色申告会 会長 福與公秀 他 

 

第３回 「消費税の転嫁対策特別措置法と社会保障とマイナンバー制度のお話」 
日 時 10月 22日(火)午後 6時 30分  (公社)江東西青色申告会 3階会議室 

講 師 東京商工会議所 江東支部 ご担当者 殿 

  (公社)江東西青色申告会 専務理事 川村光昭 

 

第４回 「昨今の葬儀・お寺・お墓・相続のお話」 
 相続における二世帯住宅の注意点・孫へ教育資金贈与 1,500万円の注意点・最近の相続事情について 

日 時 11月 18日(月)午後 6時 30分 江東西青色申告会 3階会議室 

講 師 株式会社全国儀式サービス ご担当者 殿 

  (公社)江東西青色申告会 専務理事 川村光昭 

お申込みは青色申告会まで ０３－３６４９－４１７８ 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 
 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 

平成２６年度税制改正要望運動（都市型税制）の 

会員によるハガキ陳情運動について 
 

事務局より 会費納入について 

 

青色申告会では、毎年、固定資産税等の軽減措置の継続についての要望運動を行っています。 

今、継続の要望を行わないと、今年度限りの軽減措置となってしまいます。 

私たちの声を東京都議会議員に届けるため、ご地元の都議会議員の方々に「陳情ハガキ」をお出しして、

要望の実現をめざしましょう。 

あなたの一通のはがきが、大きな力となります。 

会員の皆さま方のご理解とご協力をお願いします。 

□ ハガキの出し方 □ 
○ お手数ですが、「はがき」を切り取って、宛先と御住所等をご記入の上 50円切手を添付し、郵便ポ

ストに投函して下さい。 

○ 青色申告会の事務局又はお近くの支部役員にお渡しいただいても結構です。 
事務局が取りまとめて、議員に直接お届けします。（その場合切手は要りません） 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
お詫びと訂正 

今月号会報に同梱の固定資産税等の軽減措置の継続等に関する「はがき陳情チラシ」について、下記の誤

植がありましたので、お詫びを申し上げますとともにお知らせいたします。 

 チラシ表面 左中「要望事項」２ 

  （誤）小規模住宅用地の固定資産税・・・（正）小規模非住宅用地の固定資産税・・・ 

 チラシ裏面 左中「要望事項」２ 

  （誤）小規模非住宅用の固定資産税・・・（正）小規模非住宅用地の固定資産税・・・ 

 

郵便局からの払い込みをご希望されている方々へ、次回の納付分（後期：10月～3月）よりコンビニエン

スストア専用用紙での支払に変更となります。 

また、今回納付分（前期：4 月～9 月）については、納入期限が過ぎておりますので、お近くの郵便局か

らお早めにお支払いくださいますようお願いいたします。 

また、すべての会員の皆様の会費について、9 月分まで納入が確認できていない場合は、事務局又は担当

役員よりお問い合わせさせていただく場合もございます。予めご了承ください。 

   
私たちは、次の軽減措置が来年度も継続して 

適用されることを要望します。 
 

 １ 小規模住宅用地の都市計画税を 

        ２分の１に軽減すること。 
 

 ２ 小規模非住宅用地との固定資産税と 

     都市計画税を２割削減すること。 
 

 ３ 商業地等の固定資産税と都市計画税の 

   負担水準を６５％に引き下げること。 

要 望 事 項    

 三つの要望事項が実現したことにより、昨年

度も６６０億円もの税負担が軽減されました。 

 この負担軽減の効果は、土地を所有している

方だけでなく、土地や建物を借りている方々に

も、地代や家賃などに反映されています。 

 １人ひとりの声が、青色申告会の会員だけで

なく、多くの都民の方々の負担軽減に、大きな

成果となって返ってきています。 

税制改正要望運動の成果 


